
行政刷新会議事業仕分け第３弾（再仕分け）について 

 

 

１．日程・場所 

  １１月１５日（月）～１８日（木） 

於：ＴＯＣビル（品川区西五反田） 

 

２．公開による再仕分けの対象事業 

（厚生労働省） 

○ 医師確保、救急・周産期対策の補助金等 

○ 治験拠点病院活性化事業費 

○ （独）国立病院機構運営費交付金 

○ 生活衛生振興助成費等補助金 

○ 生活衛生営業指導費補助金 ※ 

○ 生活衛生関係営業対策事業費補助金 

○ 審査関連業務（（独）医薬品医療機器総合機構） 

○ 安全対策業務（（独）医薬品医療機器総合機構） 

○ シルバー人材センター援助事業 

○ 女性と仕事総合支援事業（（財）女性労働協会） 

○ 男女ワークライフ支援事業 

○ 介護予防事業（地域支援事業の一部） 

○ 所得水準の高い国民健康保険組合への補助金の見直し ※ 

○ 高齢者医療運営円滑化等補助金 

 

・※は、行政事業レビュー公開プロセス対象事業 

・また、独立行政法人については、春の省内事業仕分けで議論 

  



３．平成２３年度予算編成過程において対応を求められている事業 

 

第１３回行政刷新会議（１１月９日）資料から抜粋 

 

平成２２年１１月９日  

行 政 刷 新 会 議  

 

過去の事業仕分け等の反映状況の検証結果を踏まえた 

対応について 

 

事業仕分け第３弾（後半）の再仕分けの対象となる事業につい 

ては、関係府省からのヒアリングや事業シートのチェック、現場 

の実態を把握するための現地調査等を通じ、対象事業候補の選定 

を行ってきた。 

 

候補の選定過程においては、公開の場で再仕分けを行う事業以 

外にも、別紙の指摘内容のとおり、事業仕分け第１弾、第２弾及 

び行政事業レビューの評価結果や取りまとめコメントの指摘の平 

成２３年度概算要求への反映が不十分と見られる事業があった。 

こうした事業の存在を放置すれば、政権の基盤をなす最重要施策 

であり、今まで国民に見えなかった予算編成過程を明らかにし、 

行政の透明性を高め、無駄の根絶を図るという事業仕分けの意義 

を損なうおそれがある。 

 

このため、関係府省・部局に対し、平成２３年度予算編成過程 

において、広く国民に対する説明責任を果たしつつ、別紙の指摘 

を踏まえた適切な対応を行うことを求める。 



 
 

厚生労働省 
 

事業名等 健康増進対策費（地域健康づくり推進対策費） 

健康増進重点プロジェクト事業 

事業仕分け結果等 ○事業仕分け第１弾 事業番号２－１ 

「健康増進対策費（地域健康づくり推進対策費）」 

・評価結果：廃止 

・とりまとめコメント 

この事業は廃止とさせていただく。理由としては、地域で食育活

動が育ってきており国がもはやこの事業で指導的役割を発揮する

必要がないこと、国・地方・各省で同様・同趣旨のことをやってい

ること、財政状況が厳しい中、整理合理化すべきであること。 

また、契約している財団との関係について、天下りを繰り返して

いる法人に随意契約という形で公金を支出する合理性は認められ

ない。 

指摘内容 

 

「健康増進対策費（地域健康づくり推進対策費）」が平成２１年

度に廃止された一方で、対象をメタボや糖尿病の予備軍に限定した

食生活・運動教室などの健康づくりに関する取組み等を実施するた

めとして、平成２２年度には「健康増進重点プロジェクト事業」が

新設されている。 

「地域で食育活動が育ってきており国がもはやこの事業で指導

的役割を発揮する必要がないこと、国・地方・各省で同様・同趣旨

のことをやっていること」とのとりまとめコメントのとおり、メタ

ボ・糖尿病に関連した食育事業はすでに各所で行っており、事業仕

分け第１弾における「健康増進対策費（地域健康づくり推進対策

費）」の評価結果及びとりまとめコメントに則した対応が行われて

いるとは言い難い。 
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事業名等 キャリア交流事業費 

事業仕分け結果等 ○事業仕分け第１弾 事業番号２－１２ 

 「キャリア交流事業費」 

・評価結果：実施は各自治体／民間の判断に任せる 

・とりまとめコメント 

この事業については自治体・民間実施と判断したい。理由として

は、ハコモノ投資として予算の６割くらい（庁費及び土地建物借料）

が使われている実態は、やはりこのご時勢では理解できない。また、

地方自治体や民間、とりわけ地方自治体においては、十分に能力や

人員が備わっているということもある。現場に近い地方自治体、ま

たは民間に任せる方がよい。 

指摘内容 事業仕分け第１弾において「実施は各自治体／民間の判断に任せ

る」とされたにもかかわらず、平成２２年度において国の委託事業

として複数年契約で行っており、事業仕分け第１弾の評価結果に則

した対応が行われていない。 
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事業名等 キャリア形成促進助成金 

事業仕分け結果等 ○行政事業レビュー公開プロセス 事業番号７８４ 

 「キャリア形成促進助成金」 

・公開プロセスの結論：事業の廃止（一定期間経過後） 

 「直ちに廃止」：１名 

 「一定期間経過後に廃止」：３名 

 「国が実施する必要なし。地方公共団体の判断に任せる」：１名

 「国が実施する必要なし」：１名 

 「地方及び民間の判断に任せるべき」：１名 

「事業は継続するが、更なる見直しが必要」：１名 

・とりまとめコメント（概要） 

・国費としての投入を一定部分はしなければならないが、他の

様々な支援メニューとの統合・戦略的な分析をした上で立て直

すべき。 

・事業本来のそもそものあり方に立ち返って抜本的に検討するこ

とが必要。 

・予算監視・効率化チームの所見：事業の廃止（一定期間経過後）

 中小企業事業主の能力開発への支援、ジョブ・カードの推進など

今後の政策推進に真に必要なメニューを除き廃止、継続するメニュ

ーについても支援内容を見直すなど、全ての支援メニューを抜本的

に見直して、予算要求する。 

 内容としては、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発

助成金、自発的職業能力開発支援の一部メニュー及び大企業向け助

成について平成２３年度から廃止し、中小企業雇用創出等能力開発

助成金については、遅くとも新成長戦略の目標期間の中間年である

２０１５年を目途に廃止する。 

指摘内容 厚生労働省が作成した行政事業レビュー公開プロセスのとりま

とめコメントの概要では、「国費の投入を一定部分しなければなら

ない」と整理している。しかしながら、議事録によれば、一部の評

価者の意見であり、また、評決の分布を参照しても、評価結果「事

業の廃止（一定期間経過後）」に係るコメントとしては「事業そも

そものあり方に立ち返って抜本的に検討していただくことが必要

ではないか」が妥当であり、コメントの概要が事実を反映したもの

となっていない。 
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このため、「キャリア形成促進助成金」のうち今後も継続して実

施することとしているメニューについて、行政事業レビュー公開プ

ロセスの結論等に則した対応が行われているとは言い難い。 
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事業名等 技能向上対策費補助事業 

事業仕分け結果等 ○事業仕分け第１弾 事業番号２－１９(２) 

 「技能向上対策費補助事業」 

・評価結果：予算要求の縮減（半額） 

・とりまとめコメント 

技能向上対策費補助事業については、結論は分かれているが、補

助金ありきの試験制度では本当の試験のニーズはわからない、いつ

まで補助金を出し続けるのかという問題があることから、まず、予

算を半減とする。そして、多くの検定職種を整理・統合するととも

に、ニーズがあるものはマーケットで価格が決まることから、補助

なしで実施すること。加えて、全国技能士会連合会への補助は廃止

すること。 

指摘内容 平成２２年度予算は、概算要求に対し２１％の縮減、平成２３年

度概算要求は、同２３％の縮減にとどまっており、事業仕分け第１

弾の評価結果に則した予算及び予算要求の縮減（半額）が行われて

いない。 
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事業名等 障害者保健福祉推進事業費（障害者自立支援調査研究プロジェク

ト） 

障害者総合福祉推進事業 

事業仕分け結果等 ○事業仕分け第１弾 事業番号２－１４ 

「障害者保健福祉推進事業費（障害者自立支援調査研究プロジェ

クト）」 

・評価結果：廃止 

・とりまとめコメント 

結論に至る理由としては、まず平成１８年度から累計６８億円の

研究費で５４３本もの蓄積がある。この成果を利用すれば、十分に

政策に反映できるはずである。厚生労働省の施策の企画立案の際に

この調査報告書を利用しているとの主張があったが、本日の事業シ

ートの中の「成果実績（成果指標の目標達成状況等）」欄には一切

記載がなされていない。このような状態では、これ以上の支出はで

きないと考える。更に今日まで不透明な形でのプロジェクト採択が

行われてきた。 

以上、様々な理由を勘案して、この調査研究プロジェクトは「廃

止」とさせていただきたい。 

指摘内容 

 

「障害者保健福祉推進事業費（障害者自立支援調査研究プロジェ

クト）」は平成２１年度に廃止された一方で、障害者自立支援法廃

止後の新たな仕組みである「障害者総合福祉法（仮称）」を検討す

るにあたっての課題について、地域における実践・取組みを踏まえ

て実態把握・検討を行うためとして、平成２２年度には「障害者総

合福祉推進事業」が新設されている。 

しかし、①いずれも障害者福祉に関する調査・研究事業であるこ

と、②廃止した事業同様新規事業におけるアウトカム指標がないこ

となどにみられるように、スキーム自体同様であり、事業仕分け第

１弾における「障害者保健福祉推進事業費（障害者自立支援調査研

究プロジェクト）」の評価結果及びとりまとめコメントに則した対

応が行われているとは言い難い。 
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事業名等 介護サービス適正実施指導事業 

事業仕分け結果等 ○事業仕分け第１弾 事業番号２－２７(１) 

「介護サービス適正実施指導事業」 

・評価結果：実施は各自治体 

・とりまとめコメント 

（１）について、第２ＷＧの結論としては、「実施は各自治体で

行う」としたい。研修、啓蒙活動は、現場に直接資金が渡るように

すべきで、国が関与すべきではない、都道府県に任せるべきである、

との意見が多くあった。また、研修の内容についても都道府県に任

せても良いのはとの意見があった。 

指摘内容 

 

「介護サービス適正実施指導事業」が平成２１年度に廃止された

一方で、当該事業のうち地域包括支援センター職員等研修事業につ

いては、別途、厚生労働省が行っている補助事業である「地域支援

事業（包括的支援事業）」の対象経費となりうることから、事業仕

分け第１弾における「介護サービス適正実施指導事業」の評価結果

を踏まえた対応が行われていない。 
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事業名等 後発品のある先発品などの薬価の見直し 

事業仕分け結果等 ○事業仕分け第１弾 事業番号２－５ 

 「後発品のある先発品などの薬価の見直し」 

・評価結果：見直しを行う 

・とりまとめコメント（略） 

エの市販品類似薬を保険外とする方向性については当ＷＧの結

論とするが、どの範囲を保険適用外にするかについては、今後も十

分な議論が必要である。 

指摘内容 事業仕分け第１弾の評価結果を受け、「社会保障審議会医療保険

部会（平成２１年１１月２５日、１２月８日）において『市販類似

薬は保険外とする』ことについて議論を行った上で、保険外とする

ことは見送った。」とのことであり、その後、次回診療報酬改定に

向けて事業仕分け第１弾における「後発品のある先発品などの薬価

の見直し」の評価結果に則して、どの範囲を保険適用外にするかに

ついての議論は行われていない。 
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事業名等 その他医療関係の適正化・効率化 

（①レセプト審査の適正化対策） 

（②国保中央会・国保連に対する補助金（国保連・支払基金の統合））

事業仕分け結果等 ○事業仕分け第１弾 事業番号２－６①② 

 「その他医療関係の適正化・効率化（①レセプト審査の適正化対

策、②国保中央会・国保連に対する補助金（国保連・支払基金の統

合））」 

・評価結果：見直しを行う 

・とりまとめコメント（略） 

１５名の仕分け人全員が「見直しを行う」。 

「ア．レセプト審査率と手数料を連動」は９名で、その他の意見

の２名が「国保連・支払基金とも都道府県単位で解体の上再編」、

「競争が働いていない」としており、事実上１１名である。 

「イ．国保連・支払基金の統合」は１１名で、アと同様にその他

の意見を含めて事実上１３名である。 

以上より、仕分けチームとしてはア～エの論点について、この結

論に従って見直しをする。 

指摘内容 事業仕分け第１弾の評価結果を受け、『厚生労働省内に「審査支

払機関の在り方に関する検討会」を設けて議論を行っている』との

ことであるが、事業仕分け第１弾における「その他医療関係の適正

化・効率化（①レセプト審査の適正化対策、②国保中央会・国保連

に対する補助金（国保連・支払基金の統合））」の評価結果に則し

たレセプト審査率と手数料の連動及び国保連・支払基金の統合とい

った見直しが行われていない。 
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事業名等 その他医療関係の適正化・効率化 

（③入院時の食費・居住費のあり方） 

事業仕分け結果等 ○事業仕分け第１弾 事業番号２－６③ 

 「その他医療関係の適正化・効率化（③入院時の食費・居住費の

あり方）」 

・評価結果：見直しを行う 

・とりまとめコメント（略） 

１５名の仕分け人全員が「見直しを行う」。 

「エ．入院時の食費・居住費の見直し」は１２名であった。 

以上より、仕分けチームとしてはア～エの論点について、この結

論に従って見直しをする。 

指摘内容 事業仕分け第１弾の評価結果を受け、「社会保障審議会医療保険

部会（平成２１年１１月２５日、１２月８日）において、食費・居

住費（光熱水費）の引上げの範囲・対象者、引き上げ額をどうする

か等について議論を行った上で、見直しを盛り込むことについては

見送った。」とのことであるが、その後、事業仕分け第１弾におけ

る「その他医療関係の適正化・効率化（③入院時の食費・居住費の

あり方）」の評価結果に則した次回診療報酬改定に向けて入院時の

食費・居住費の見直しが行われていない。  
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